平成21年度厚生労働省社会福祉推進事業
『地域福祉あんしん保証システム』構築事業
権利擁護研修会
―地域における「保証機能」のあり方を考えるパート２―
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全国各地において色々な場面で、保証人が求められています。アパ－トを借りる場合、会社に就職する場合、施設や病院に入所・入院する場合において、必ずといっていいほど保証人が必要とされています。

しかし、核家族化・少子化等で保証人を探せない人々が増えているなか、どうしても必要なのでしょうか？保証人を求めることが社会生活に阻害をもたらしているのではないでしょうか？
本研修会では、地域における「保証機能」のあり方について、わかりやすくお伝えするとともに今後のあり方についてみなさまと考えていきたいと思います。たくさんのご参加をお待ちしています。
●日時：平成２１年１２月１０日(木)

１３：３０～１６：３０(１３：００開場)
●場所：あやま文化センター「さんさんホール」
　　　　　　　　　住所：三重県伊賀市川合3370-29　電話：0595-43-1125

会場地図・伊賀市文化都市協会HP(http://www.bunto.com/sisetu/index.html)
●参加費：無料/定員：300名(申込順) 

●申込方法：申込用紙に必要事項を記入し
　　　　　　　  ：持参・郵送・FAX・Ｅ－mailでお申し込み

※申込用紙は、伊賀市社会福祉協議会各支所窓口及び伊賀市社会福祉協議会HP
HANZOU-NET(http://www.hanzou.or.jp)からダウンロードできます。
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１３：３０～　開会

１３：４０～　講演①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
演題／「地域における総合相談と保証機能のあり方」
　　　　　　　　講師／大阪市立大学大学院生活科学研究科　准教授　岩間　伸之氏

１４：５０～　講演②
演題／「本当に「保証人制度」は必要か？－法律上の疑問－」
　　　　　　　　講師／熊田法律事務所　弁護士　熊田　均氏

１５：５０～「地域福祉あんしん保証システム」構築事業について

　　　　　　　　報告者／伊賀市社会福祉協議会　権利擁護課長　田辺　寿　

１６：１０～　質疑応答
１６：３０　　閉会
　
◇主催／申込・問合わせ先　伊賀市社会福祉協議会　(担当：田辺・菊山・坂井)

〒518-0869　伊賀市上野中町2976-1　上野ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ3F・℡0595-21-9611・FAX0595-26-0002
E-mailkouken2@hanzou.or.jp
受付日　月　　日
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○お申し込み・お問い合わせ○


伊賀市社会福祉協議会　総合相談支援部権利擁護課


〒518-0869伊賀市上野中町2976-1　上野ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ3F


電話：0595-21-9611　FAX：0595-26-0002


E-mail：� HYPERLINK "mailto:kouken2@hanzou.or.jp" �kouken2@hanzou.or.jp�


                     担当(田辺・菊山・坂井)








